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平成 28 年 10 月 日  

 

 横浜市長 林  文 子 様 

 

横浜市環境影響評価審査会  

会 長  佐 土 原  聡 

 

 

(仮称)東高島駅北地区 Ｃ地区棟計画 

環境影響評価方法書に係る調査審議について（答申） 

 

 平成28年６月７日環創環評第73号により諮問のありました標記について、当審査会は慎重

に調査審議を重ねた結果、次のとおり結論を得たので答申します。 

なお、本件に係る方法市長意見書の作成にあたっては、当審査会で指摘した事項について

十分に配慮されるよう申し添えます。 

 

１ 対象事業の概要 

(1) 事業者の名称等 

名 称：日本貨物鉄道株式会社 

代表者：事業開発本部 関東事業開発支店長 三吉野 育人 

   所在地：東京都品川区東五反田一丁目 11 番 15 号 

 

名 称：三井不動産レジデンシャル株式会社 

代表者：執行役員 横浜支店長 徳川 浩一 

   所在地：神奈川県横浜市西区高島一丁目１番２号 

 

(2) 対象事業の名称及び種類 

  名 称：(仮称)東高島駅北地区 Ｃ地区棟計画（以下「本事業」といいます。） 

種 類：高層建築物の建設（横浜市環境影響評価条例に規定する第１分類事業） 

 

(3) 対象事業実施区域 

横浜市神奈川区星野町及び神奈川一丁目地内（以下「計画地」といいます。） 

 

(4) 事業の目的 

東高島駅北地区では、現在、関係権利者で構成する「東高島駅北地区土地区画整理組
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合設立準備組合」や「まちづくり協議会」、横浜市など東高島駅北地区に関するまちづく

り関係者（以下、「まちづくり関係者」という。）が一体となってまちづくりを促進すべ

く協議が進められており、横浜市による水域の埋立や組合による土地区画整理事業が予

定されています。 

本事業は、現在、関係権利者が事業化に向けた準備を進めている(仮称) 東高島駅北地

区土地区画整理事業の事業地内において、基盤整備工事後に、日本貨物鉄道株式会社及

び三井不動産レジデンシャル株式会社が、住宅を主体とする高層建築物を建設するもの

で、東高島駅北地区土地区画整理組合設立準備組合が検討しているまちづくりの土地利

用方針に則り、都心地区やみなとみらい 21 地区の国際業務機能を支援する都市型居住機

能を中心に、環境や防災、安全、安心に配慮した地区のランドマークに相応しい、質の

高い居住環境を整備するとされています。 

 

(5) 事業の内容 

本事業は、住宅施設や商業施設、公益的施設等を主要用途とした３棟の高層建築物を、

Ｃ地区内に建設するものです。その概要は、下表のとおりです。 

表 事業の概要 

主要用途 住宅施設、商業施設、公益的施設等 

 Ｃ地区 計 Ｃ-1 地区 Ｃ-２地区Ａ棟 Ｃ-２地区Ｂ棟 

敷地面積  約 28,200 ㎡ 約 11,900 ㎡  約 16,300 ㎡ 

建築面積  約 11,600 ㎡  約 4,300 ㎡   約 7,300 ㎡ 

延床面積 約 225,000 ㎡ 約 93,000 ㎡ 約 132,000 ㎡ 

最高高さ ― 約 180ｍ 約 165ｍ 約 195ｍ 

建築物の高さ ― 約 165ｍ 約 150ｍ 約 180ｍ 

階数 ― 

地下  2 階 

地上 49 階 

塔屋  2 階 

地下  2 階 

地上 41 階 

塔屋  2 階 

地下  2 階 

地上 50 階 

塔屋  2 階 

工事予定期間 平成 33 年～平成 37 年 

供用予定時期 平成 37 年 

本事業は、内港地区の景観形成に配慮し、周辺の街並みとの調和への配慮に加え、日

影や圧迫感の低減、通風・風環境に配慮し、計画地内に３棟の高層建築物を配置すると

ともに、高層棟を低層部よりセットバックさせ、さらなる圧迫感の低減に配慮する計画

としています。 

また、計画地内には、誰もが利用できる遊歩道のほか、建物低層部においては２階レ

ベルに津波発生時の避難施設としても機能する歩行者デッキを整備する計画としていま

す。 

本事業では、計画地の外周部に四季折々の植栽を配した遊歩道を整備することや、建

物低層部の屋上緑化、太陽光発電等による再生可能エネルギーの利用等、さまざまな環
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境配慮事項に取り組み、横浜市建築物環境配慮制度（CASBEE 横浜）において、Ａランク

以上を目指す計画としています。 

 

２ 地域の特性 

計画地を含む東神奈川臨海部周辺地区は、「横浜市都心臨海部再生マスタープラン」に

おいて、研究・教育、医療、健康、居住の機能を担うこととされており、また、主なプ

ロジェクトの一つとして面的整備が位置付けられています。 

現在、計画地の用途地域は工業地域に指定されていますが、「(仮称)東高島駅北地区地

区計画（都市計画決定予定）」において、水域の埋立及び土地区画整理事業により、都心

臨海部にふさわしい都市機能再編・集約及び基盤整備を推進するとともに、民間開発等

を適切に誘導し、良好な複合市街地の形成を図ることを目標としています。 

計画地は、埋立地及び水域の埋立予定地に位置しています。「液状化マップ（横浜市）」

によると液状化の可能性が高い区域に該当し、さらに、「津波浸水予測図（神奈川県）」

によると２～３ｍの浸水が予測されています。 

計画地近傍の主要道路としては、一般国道１号、一般国道 15 号、及び高速神奈川１号

横羽線などがあります。また、計画地の最寄り駅は、京浜急行線の仲木戸駅及びＪＲ線

の東神奈川駅で、計画地の南側には、ＪＲ貨物線の東高島駅がありますが、現在、貨物

の発着はありません。 

また、計画地には、かつて海防砲台が構築された近代遺跡の神奈川台場跡があります。 

 

３ 審査意見 

環境影響評価を進めるに当たっては、事業内容及び地域特性を考慮し、方法書に記載さ

れた事項に加え、以下に示す事項に留意してください。 

 

(1) 事業計画 

ア 関連する計画や事業との一体的な環境配慮や住民説明について 

  本事業は、別途行われる地区計画等の都市計画決定や、水域の埋立、土地区画整理

事業などと密接に関連しているため、計画段階から事業実施段階まで、まちづくり関

係者間で情報を共有し、東高島駅北地区全体で整合が図られた一体的な環境配慮を行

ってください。 

また、本事業のみならず東高島駅北地区一連のまちづくりについて、まちづくり関

係者と十分に協力し、丁寧な住民への説明に努めてください。 

イ 入居者の生活環境への配慮について 

計画地周辺は工業地域に指定されていることから、本事業の実施に伴う周辺への騒
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音対策のみならず、本事業により整備される建物への入居者に対する配慮として実施

する騒音対策について、準備書に記載してください。 

  ウ 建築物の高さと配置の計画の考え方について 

    本事業の建築物の高さや配置の計画に係る環境影響上の考え方を、準備書に記載し

てください。 

エ 災害時の居住者の生活の維持について 

  建物内で避難生活を送ることを想定した災害時の電源や物資備蓄の確保、情報提供

システムの整備に関する検討を行い、その結果を準備書に記載してください。 

 

(2) 環境影響評価項目 

ア 工事中 

(ｱ) 大気質 

     工事用車両の通行に伴う第一京浜沿道の大気質について、現況把握に必要なデー

タを収集し、その濃度が高い場合は、通行ルートや時間帯の工夫など環境保全措置

を検討してください。 

イ 供用時 

(ｱ) 生物多様性  

   目標となる種を定めた予測評価の実施に当たっては、埋立地の工場緑化等の事例

を参考にするとともに、生物の生息環境の季節的な変化に対する配慮や工夫につい

ても検討してください。 

(ｲ) 地盤 

   計画地には軟弱地盤が存在する可能性があるため、建物への影響だけではなく、

通路や屋外スペースとして活用する建物周辺も含めて対策を検討してください。 

(ｳ) 地域社会 

     本事業関連車両の周辺細街路への進入を想定した予測評価を行うとともに、それ

を踏まえた環境配慮について具体的に準備書に記載してください。 
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■ 横浜市環境影響評価条例に基づく手続経過 

平成 28 年５月 24 日 事業者は方法書を提出 

平成 28 年５月 24 日 事業者は方法書周知計画書を提出 

平成 28 年６月３日 市長は方法書の提出を受けた旨市報公告※し、方法書の写しの縦覧

を開始（平成 28 年７月 19 日まで 47 日間） 

 

縦覧場所 

＜横浜市＞ 環境創造局環境影響評価課 

     神奈川区役所の区政推進課 

    （横浜市中央図書館、神奈川図書館で閲覧を実施） 

     縦覧者数 ３名 

 

市長は方法書に対する意見書の受付を開始 

（平成 28 年７月 19 日まで 47 日間） 

 意見書数 ５通 

平成 28 年６月３日、

６月４日、６月８日 

事業者は方法書対象地域内に方法書の概要及び方法書説明会の開

催を周知 

 周知方法:「環境影響評価方法書に関する縦覧及び説明会開催の

お知らせ」を対象地域に各戸配布（13,693 部） 

平成 28 年６月 23 日 

平成 28 年６月 26 日 

 

事業者は方法書説明会を開催 

開催日 場所 参加者 

６月 23 日（木） 横浜市神奈川区民文化センター

（通称：かなっくホール） 

68 名 

６月 26 日（日） 40 名 
 

平成 28 年６月７日 環境影響評価審査会 

 市長は方法書に係る調査審議について審査会に諮問 

 事業者説明（方法書）、質疑及び審議 

平成 28 年７月５日 環境影響評価審査会 

 事務局説明（指摘事項等一覧）、事業者説明（補足資料、方法書

説明会における質疑及び意見の概要、事業者の回答等）、質疑及び

審議 

平成 28 年８月９日 環境影響評価審査会 

 事務局説明（指摘事項等一覧、東高島駅北地区まちづくりにおけ

る環境影響評価と地区計画等の都市計画手続きとの関係につい

て）、事業者説明（補足資料、方法書に対する意見の概要、事業者

の見解）、質疑及び審議 

平成 28 年８月 29 日 環境影響評価審査会 

事務局説明（指摘事項等一覧、東高島駅北地区に関する住民説明

等について）、質疑及び審議 

平成 28 年９月 13 日 環境影響評価審査会 

事務局説明（指摘事項等一覧、検討事項一覧）及び審議 

平成 28 年 10 月 18 日 環境影響評価審査会 

事務局説明（答申案）及び審議 

※その他、広報よこはま６月号「お知らせ」欄への掲載、及び環境創造局ツイッター・横浜

市ホームページへの掲載により周知 
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■ 事業者が当審査会に提出した補足資料 

  １ 計画建築物と水域埋立について 

  ２ 景観等に係る予測のベースラインについて 

  ３ 生物多様性について 

  ４ 地盤に関する検討について 

 

横浜市環境影響評価審査会委員 

池邊 このみ 

岡部 とし子 

○ 奥 真美 

小熊 久美子 

菊本 統 

木下 瑞夫 

五嶋 良郎 

◎ 佐土原 聡 

田中 稲子 

田中 伸治 

津谷 信一郎 

中村 栄子 

葉山 嘉一 

堀江 侑史 

水野 建樹 

横田 樹広 

 

 

◎会長 ○副会長  五十音順 敬称略 
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